
- 1 - 

大刀洗町告示第49号 

 平成26年第21回大刀洗町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成26年11月26日 

                               大刀洗町長 安丸 国勝 

１ 期 日  平成26年12月９日 

２ 場 所  大刀洗町議会議場 

────────────────────────────── 
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平田 信將            黒木 德勝 

後藤 晴一            平山 賢治 

山田 英敏            林  威範 

安丸眞一郎            花等 順子 

平田 一成            森田 勝典 

山内  剛            長野 正明 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

   平成26年 第21回 大 刀 洗 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                             平成26年12月９日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成26年12月９日 午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

      （１）議長の報告 

         ①第５８回町村議会議長全国大会の報告 

         ②委員会所管事務調査の報告 

      （２）町長の報告（あいさつ） 

 日程第４ 同意第３号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 日程第５ 議案第56号 大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 日程第６ 議案第57号 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第７ 議案第58号 大刀洗町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議案第59号 教師用パソコン購入契約の締結について 

 日程第９ 議案第50号 町道路線の認定について 

 日程第10 議案第51号 町道路線の廃止について 

 日程第11 議案第52号 平成２６年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第12 議案第54号 平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第13 議案第55号 平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第14 議案第53号 平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

────────────────────────────── 
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開会 開議午前９時00分 

○議長（長野 正明）  皆様。おはようございます。ただいまから平成２６年第２１回大刀洗町議

会定例会を開会いたします。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。議事日程により議事を進めますので、御協力

のほどお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（長野 正明）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定よって、２番、黒木德勝議員、３番、

後藤晴一議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（長野 正明）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本定例会の会期については、過日、議会運営委員会を開催し協議をいたしております。 

 議会運営委員長の報告を求めます。平田一成委員長、登壇して報告をお願いします。平田委員

長。 

○議会運営委員長（平田 一成）  皆さん、おはようございます。議会運営委員長の平田一成でご

ざいます。 

 １２月定例会の議会運営について、議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。 

 委員会は、平成２６年１１月２６日午前９時３０分から協議会室において開催し、出席委員は

５名でした。長野議長及び執行者側から山本総務課長の出席を得て協議をいたしました。 

 会期及び会期日程表をごらんいただきたいと思います。 

 議会運営委員会で協議の結果、本定例会の会期は、１２月９日から１７日までの９日間と決定

いたしました。 

 会期９日間の内容ですが、まず本日は、議事日程に従って順次議案を上程して、議案審議を進

めていただきます。 

 明日１０日水曜、１１日木曜は休会といたします。 

 １２日金曜は、全員協議会を開催いたします。 

 １３日土曜から１５日月曜までは、休会といたします。 

 １６日火曜は、本会議を再開し、一般質問とさせていただきます。 

 １７日水曜は、議案審議とさせていただきます。 
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 以上が、今回の定例会の会期及び会期日程ですが、当町議会の円滑な議会運営ができますよう、

ここにお願いをいたしまして、御報告を終わります。 

○議長（長野 正明）  お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告どおり本日

から１２月１７日までの９日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの

９日間に決定しました。 

 なお、会期中の会議予定については、お手元に配付しました会期日程表のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（長野 正明）  日程第３、諸報告を行います。 

 私のほうから第５８回町村議会議長全国大会の報告をいたします。 

 去る１１月１２日、ＮＨＫホールにおいて全国町村議長会が開催され、町村のさらなる振興発

展を目指し結束して果敢に行動をしていくということを宣言し、以下のことについて決議し国へ

の要望としたところです。 

 一つ、東日本大震災からの復興と大規模災害対策の確立。復興へのさらなる迅速化を図り、被

災地、被災者への支援を強化すべきである。また、将来想定される南海トラフ巨大地震、首都直

下型地震、東海地震等の大地震や大型台風、集中豪雨等による大規模災害に備え法制度の整備を

含め災害対策を強化すること。 

 一つ、真の分権型社会の実現を目指すこと、また、道州制の導入には反対である。これは、町

村の意見を十分に踏まえ、全国画一的な制度の見直し、町村の地理的状況や文化、歴史等を考慮

し多様な自治体の存在を認め、自主性、自立性を高める地方分権改革を着実に推進していくこと。

効率性や経済性のみを優先する道州制には反対である。 

 一つ、町村税財源の充実強化を図ること。町村は徹底した行財政改革を断行してきたが、活力

ある持続可能な行政運営を進めていくためにも、年々増大する社会保障関係の経費については、

財政事情を反映した財源を確保すること。 

 一つ、地方創生と人口減少対策に関すること。急速な少子高齢化、人口減少社会の到来は多く

の町村において農林・漁業の低迷、地域経済の衰退を招き日本国全体の活力が失われ崩壊につな

がるものであり、この国家的課題には、国と地方が連携、協力して取り組むべきことである。今

後、地方創生事業の中で市町村、町、人、仕事、創生、総合戦略の策定、施策の推進により課題

解決がなされることを期待するものです。 

 そのほか、農林水産業の振興対策、中小企業振興対策、医療保険制度、介護保険制度の改善、
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教育文化の振興、交通体系等の整備を要望を行ったところであります。 

 ２０００年の地方分権一括法の実施により、国と自治体は対等、協力の関係とされ、あわせて

地方自治法の改正により、国の機関委任事務は廃止され、権限財源の移譲、枠づけ義務づけの見

直しなど、本格的な地方自治、地方分権の時代を迎えたと言われておりますが、実際のところ国

と地方の関係は、地方は国に対して要望支援をお願いする立場で、国は予算の配分を通して地方

支配を行うという強固な中央集権体制であると感じた次第であります。 

 このことについては、段階的に地方にいろいろ財源、権限等も委譲されてきておりますけれど

も、やはり政治が変わらなければ、官僚支配というのは非常に色濃く、明治時代より残ってきて

おります。本当に国民が幸せになるためには政治はどうあるべきかということを非常に考えさせ

られた次第であります。 

 以上、報告を終わります。 

 次に、委員会所管事務調査の報告を行います。 

 まず、総務文教厚生委員会委員長、花等順子委員長、登壇して報告をお願いします。花等委員

長。 

○総務文教厚生委員長（花等 順子）  おはようございます。総務文教厚生委員会から委員長報告

をいたします。 

 総務文教厚生委員会では、介護保険の改正を向けて調査研究をしております。１０月２０日と

２１日の両日、臼杵市と行橋市を視察研修いたしましたので報告いたします。 

 臼杵市の人口は４万１,０００人で減少傾向にあります。高齢化率は３３％を超えております。

臼杵市の高齢者施策と介護保険事業の現状について学びました。その中から幾つか紹介いたしま

す。 

 健康寿命を延ばすことを目的にお達者長生きボランティア制度を創設、６５歳以上の人が介護

施設でボランティア活動をすればポイントが付き、ポイントに応じて年５,０００円の現金か、

５,５００円の商品券を上限として支給する。高齢者の生きがい、やりがいづくりであり、介護

給付費の削減への期待があります。施設にとってはボランティアのお蔭で入所者の散歩が可能に

なったとのことです。 

 認知症対策、認知症の正しい知識の普及・啓発として、医師会や大分大学、行政が連携して平

成２２年に臼杵市認知症市民フォーラムを開いたところ、１,６００人の市民が参加した。この

フォーラムが臼杵市認知症対策のスタートとなった。認知症支援ネットワークづくりの一環とし

て、認知症サポーター養成講座や認知症キッズサポーター養成講座を各地で開き、サポーターは

４,５００人を超えた。指導者のキャラバン・メイトも８０人いる。職員も全員が受講し、オレ

ンジリングを所持している。 
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 安心生活のお守りキットの普及の取り組み、大刀洗町でいいます、いのちのバトンのことです。

情報用紙を筒に入れて冷蔵庫で保管するシステムは、大刀洗町と同じですが、情報を市役所のコ

ンピューターシステムで管理し、毎年更新し、情報を共有している。 

 希望者には郵便屋さんが声かけサービスをする。また、職員が各種証明書や申請書を自宅まで

届けるサービスもある。２７年度から実施される地域ケア会議も２５年度から実施している。施

策の先取りやきめ細かな方法で施策が実行され、啓蒙活動ができていることに感心しました。 

 次に、行橋市について報告します。 

 高齢者福祉と介護保険事業について、高齢者施策と介護保険事業の現状と地域の支え合いの取

り組みについて学びました。 

 行橋市の人口は、７万３,０００人弱で微増傾向にあります。高齢化率は２６.３％で、全国平

均が２５から２６％ですから、ほぼ全国平均並みです。平成２４年に地域包括支援センターの再

構築をして、直営１、委託２から中学校校区に１カ所、全て委託として６カ所設置してあります。

名称も高齢者相談支援センターと改称されております。介護予防事業として徹底したニーズ調査

をし、地域包括ケア会議を開いております。支援が必要な高齢者を早期発見するためにケア会議

を利用しております。サービスを使っていなくても、すぐ対応できるようにしております。あん

しん情報セット、これは先ほど臼杵でも取り組んでありました、大刀洗町のいのちのバトンと同

じものです。どこの自治体でもこの取り組みが進んでいるなと思いました。 

 認知症による徘徊高齢者ＳＯＳネットワークづくり、支援が必要な人の把握をしております。

ふれあいいきいきサロン、大刀洗町のミニディのことです。１８０行政区のうち実施しているの

は、１０８行政区８９カ所、小さい行政区は合同で実施しておりますので、大体半分以上のとこ

ろがいきいきサロンを実施しております。ちょっとやり方が大刀洗と違っております。いきいき

サロンの立ち上げは、週１回、毎週１回、１時間から１時間半、３カ月の１２回コースを実施し

て、その終了後は自主活動とし、受講者がサポーターとなり体操を取り入れたサロンを運営して

います。サロンでのふれあいから、暮らしを見守る支え合いのネットワークができております。

ボランティアやサポーターを養成して登録しております。 

 認知症の予防普及啓発として、脳の健康学習室を週１回３カ月開き、公文式を導入しておりま

す。運動器疾患対策のプログラムとして週２回３カ月の教室も開いております。認知症サポー

ター養成講座も各地で開催されております。 

 行橋市で感心しましたのは、体操教室など受講した人の追跡調査を７年から１０年間行ってい

ることです。みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくりは、地域づくり、人づくり、仕組みづく

りからなっており、行政が手とり足とり事業を展開するのではなく、住民自らが自分の問題とし

て地域づくりに参加する仕組みづくりを行うこととしております。 
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 行橋市は地域の人材を生かした取り組みがなされており、講習を受けた人を次々とサポーター

として活用し、できることをできる人がやれるシステムができているように感じました。少ない

予算で効果的な施策がなされておりました。いつまでもおんぶにだっこをしない行政、人を生か

す行政こそが大刀洗町にも求められているのではないかと思いました。 

 行橋市の視察を終えたのち、隣町の苅田町立図書館に立ち寄りました。苅田町立図書館は、平

成２年の開館で公立図書館建設の先駆けとなった図書館です。建設当時、斬新な設計が話題を呼

び利用者や町民一人当たりの貸し出し冊数が日本一を誇った図書館であります。和室の閲覧室を

始め、さまざまな閲覧コーナーがあり、来館者は思い思いに読書にふけり学習してありました。

中高年の男性の来館者が多いことが印象的でした。 

 帰庁後、協議会室において視察の振り返りをいたしました。１１月４日の全員協議会において、

健康福祉課から介護保険改正へ向けての今の取り組みについて説明を受けました。 

 １１月９日ドリームまつりの中で開催された、「あなたは人生の最期をどこで迎えたいです

か？」に多くの委員が参加いたしました。 

 １１月２１日総務文教厚生委員会を開き、大刀洗町地域包括支援センターの業務や活動、課題

について報告を受け、意見交換しました。ざっくばらんな雰囲気で本音で話し合えるようにお茶

をしながら話を進めました。佐藤副町長、川原課長、案納係長も出席され意見もいただきました。 

 介護保険新制度の中で包括支援センターの果たすべき役割は、ますます肥大化し重要になって

くることと思います。行政はもちろんのこと、社会福祉協議会とも連携を深め、より実りある活

動が求められます。そのためには充実した人的配慮も必要でしょう。新制度の中で地域包括支援

センターが持っている情報がとても貴重なものとなり、今までの活動が生かされるものと思いま

す。地域包括支援センターの充実を願って報告を終わります。 

○議長（長野 正明）  次に、建設経済委員会、山田英敏委員長、登壇して報告をお願います。山

田委員長。 

○建設経済委員長（山田 英敏）  建設経済委員長の山田でございます。１０月１４日、みやき町

を視察してまいりました。この件に関してまず報告をいたします。 

 ことしの９月１８日の西日本新聞の報道により、人口減を考えるという記事の中で民活で町営

住宅整備の見出しがありました。これは、大刀洗町は西大刀洗の町営住宅の跡地に２５世帯程度

の集合住宅を建設する計画が報道されていました。９月の補正予算では、ＰＦＩ方式による定住

促進事業を進めるためＮＰＯ法人とのアドバイザー委託契約を計上されたが、我々議員としては

ＰＦＩ方式による事業について詳細がよくわからず勉強する必要があると思いまして、近隣の市

町村でＰＦＩ方式による定住促進住宅を建設し、住民も入居済みであるみやき町を視察すること

にいたしました。 
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 みやき町は、平成１７年３月に中原、北茂安、三根の３町が合併し誕生した町です。国立社会

保障・人口問題研究所の推定によりますと、今現在が世帯数が９,３００戸、人口が２万

５,７００人、これが３０年後には約１万９,２００人に減少すると予測されており、深刻なのは

子育て世代が含まれる生産年齢人口１５歳から６４歳の減少幅で、３０年間で４７％減ると予想

されていました。 

 この町は、鳥栖市、久留米市に近いが定住してくれる住宅が少ないということで、平成２４年

４月に定住促進の担当をするまちづくり課を新設し、民間の資金と技術力を活用して公共施設を

整備する、いわゆるＰＦＩ方式を採用し、子育て世代向けの地域優良賃貸住宅の整備を計画し、

三根地区に鉄筋コンクリート５階建てのマンション、ティアラ・みね苺館を平成２６年３月に完

成し、２ＬＤＫを１５戸、３ＬＤＫを５戸をつくり、もう既に入居済みと聞いております。 

 みやき町は第１弾のこのティアラ・みね苺館が好評であったために、第２弾としてティアラ・

みねトマト館を平成２６年４月に着工し現在建築中であり、平成２７年３月には完成、現在入居

者を募集中であると。周辺にはみやき町役場、三根庁舎、保育園、幼稚園、三根中学校がありま

す。今既に数十件の問い合わせがあってると。さらにみやき町は第３弾の用地選定も進められて

いると聞いております。 

 これまでのみやき町の経過を見てみますと、建築場所がスーパーの近くであり、また公共施設

も近くにあると。そして民間アパートが非常に少ないと。このような状況の中でみやき町として

住環境として最適の場所を選定されてあり、これまでの結果からみますとＰＦＩ方式による定住

促進住宅として成功しているのかなと思われます。 

 ただし、５年後の経過を見ないとはっきりは分からないんではないかと思います。しかし、こ

れを大刀洗町で考えておりますと、果たして同様にうまくいくかどうか不安な面もあります。そ

の後、我々全員協議会で、事業に対する実施方針や事業計画の説明は受けて、ある程度の理解は

しているつもりです。きょうもこの議会終了後に建設経済委員会を開き検討することにしており

ます。みやき町視察に関しては簡単ですけどもこれで終わります。 

 それから、次に２６年１１月１８日午前１０時に福岡県農林業総合試験場に行きまして研修を

いたしました。この試験場は明治１２年に設立されて、昭和５６年に筑紫野市の今の場所に移転

され現在に至っているということです。 

 試験場では、総勢職員が２５６名、技術者がその中で１４９名でいろんな研究がなされており

ます。特に農産部水稲チームは、福岡県産米、テレビで宣伝しております金のめし丸、「元気つ

くし」も長年の研究の結果、平成２１年より高温条件下でも極良品質の米として世に出ている状

況です。 

 育成過程では、登熟期間中に温水処理をして高温登熟性に優れた水稲品種ができたと説明され
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ておりました。また、麦に関しては平成２０年７月にラーメン用の小麦、新品種ちくしＷ２号を

開発し、一般にラー麦と呼ばれてラーメン店と契約し販売をされております。そのほか、苺のあ

まおう、イチジクのとよみつひめ等が福岡ブランド農産物として開発をされておりました。 

 それから、次にこの日は日帰りで３カ所の視察研修をいたしました。２カ所目が太郎グループ、

これは山隈に集荷施設があります。ここは、生産、集荷から出荷までの流れを青果物流通拠点施

設を見学させていただいて、大坪組合長から説明を受けました。生産者は７名から１１名、ハウ

ス面積が４万５,０００坪で生産した新鮮な野菜を大刀洗町山隈にあります太郎グループの大刀

洗青果物流通拠点施設に運んで、そこでパッケージラインで計量ずつ箱詰めし、箱詰めした野菜

を予冷室に集めて、その日のうちに販売会社太郎を通して日本各地の市場、あるいは販売店に出

荷され、スピーディに消費者のもとに届けられているということでした。 

 この太郎グループの特徴は、生産におけるコストの要因を総合的に調査分析し、それに基づい

て販売価格を設定する原価提示型販売を展開してるということです。生産者は一定価格で太郎グ

ループに売ることができ、生産者は安定した収入を得ることができるということで、安心して生

産に集中できるということでした。また、生産した野菜は太郎グループのトラックで圃場まで集

荷に来てくれるので、施設へ運ぶ手間も省けるので、収益の向上と安定に寄与できるということ

でした。 

 それから、続きまして町内近くの神港テクノスという会社がございますが、これはもともと工

業用の温度計の製造販売をしている会社ですが、現在は別にビニールハウス１,５００平米をつ

くってレタスの水耕栽培をしていました。４人の作業員が２人交代で作業をし、ハウス内の状況

をセンサーでキャッチし、これをパソコンにより一括管理してハウス内の状況が一目で把握でき

るよう、インターネット等に接続すれば、異常時の警報内容を携帯電話などにメールで通知する

ことができるということでした。 

 今後、このような個人の農業も法人化等によってハウス内の状況を遠隔操作によって制御でき

る日がくるのではないかと思っております。 

 以上で、一応、建設経済委員会の視察報告を終わらせていただきます。 

○議長（長野 正明）  次に、議会報発行特別委員会、平山賢治委員長、登壇して報告をお願いし

ます。 

○議会報発行特別委員長（平山 賢治）  おはようございます。議会報発行特別委員会でございま

す。 

 １１月１９から２０日の２日間、自治会館におきまして議会広報の研修を受けました。議長と

今回は広報委員でない議員も特別に受講させていただいております。 

 一つ目に、「伝える広報から伝わる広報へ」というテーマで、見出し、レイアウトの充実や専
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門用語の排除など基本的な指導をいただきました。 

 二つ目に、広報紙の意義といたしまして、議会広報紙が議会改革の先頭に立つことが強調され

ております。大刀洗町の議会におきましても議会改革の研究に合わせて議会報をリニューアルい

たしまして、報告会や追跡記事などを改革で実行された企画を紙面として届け、情報発信の柱と

なることを目指しております。また、紙面の内容につきましても審議の結果ではなく、経過をお

知らせするということで、質疑の内容や討論を重視して掲載しているところでございます。 

 午後から行われました町村ごとの個別の広報クリニックでは、昨年度より企画が前進している

ことを評価されまして、また、議会報告会の特殊ページや追跡記事の新設などもおおむね良好な

評価をいただいたところでございます。 

 また、一方で課題といたしましては、作成の過程におきましてのページづくりの分担や仕事量

の分担、あるいは合議による、より民主的な紙面作成などが求められていると思います。 

 特に、議会報作成に当たってのガイドラインがまだ未整備でございますので、次期の議員さん

にも引き継いでいただきたい基本的な編集要綱につきましては、今期中に作成したいと考えてお

ります。何より正確、迅速、議事の徹底公開を柱に今後とも改善に努力してまいります。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  これで報告を終わります。 

 次に、町長より挨拶をしていただきます。安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  おはようございます。議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し

上げます。 

 本日、ここに平成２６年第２１回大刀洗町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

は、師走に入り公私ともに御多用中にもかかわらず御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、本年も残すところあとわずかとなりました。この１年を振り返ってみますと、７月に広

島を襲った土砂災害や９月には岐阜県長野県境の御嶽山の噴火、１１月には阿蘇山の噴火や長野

県北部地震の発生、さらに西日本では、平成１５年以来１１年ぶりの冷夏となり、８月の日照時

間が統計開始以来最少となるなど、本年も自然災害や異常気象に見舞われた一年でありました。

来年こそは災害のない平和な一年となることを願うものであります。 

 政治面では、「まち・ひと・しごと創生法」と「地方再生法の一部を改正する法律」の地方創

生関連２法が１１月２１日に可決成立いたしました。この法律では、「東京圏への人口の過度の

集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本を維持

していくために都道府県、市町村それぞれが、まち・ひと・しごと創生に関する目標や施策に関

する基本的方向を定めること」とされています。 

 当町においても、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって存続していくため、どのような施
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策が有効か議員や町民の皆様と協議してまいりたいと考えております。 

 次代を担う若者のためにも、子育て支援、定住促進など全身全霊を傾け取り組んでまいる所存

であります。 

 今議会では、定住促進住宅整備等事業に関連する議案を上程しておりますが、議員の皆様にお

かれましては、その趣旨を御理解の上、御協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

 本年も８カ月が経過いたしました。本年度実施予定の社会資本総合整備事業等による橋梁、道

路改修工事の発注も１２月末には約９割方終えており、道路以外の普通建設事業、諸施策も計画

どおり順調に進捗しております。これも議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力の賜物だと

感謝申し上げます。 

 次に、今議会に提案しております一般会計補正予算について御説明申し上げます。 

 今回は、９月初旬に実施したサマーレビューによる減額補正のほか、人事院勧告による職員の

人件費、障害者自立支援費、後期高齢者医療保険特別会計への繰出金、予防接種委託料などの増

額補正並びに定住促進住宅整備等事業などにかかる債務負担行為の補正が主な内容となっており

ます。 

 改めて主な事業費を申し上げますと、定住促進住宅用地測量等業務委託料３５０万円、障害

者・障害児介護訓練等給付費１,１９０万円、障害児通所支援６２３万円、国保会計助産費繰出

金３３６万円、後期高齢者医療療養給付費負担金繰出金９１５万４,０００円、予防接種個別分

委託料９３２万３,０００円、上高橋幹線排水路改修工事４９０万円、下水道事業特別会計繰出

金７５５万３,０００円などであります。 

 終わりに、今議会に提案しております議案は、人事案件が１件、条例の制定など条例関係が

３件、契約議案が１件、町道の認定廃止議案が２件、平成２６年度一般会計補正予算案などの補

正議案４件、合計１１件であります。 

 議員各位におかれましては、慎重に御審議いただきまして、最後には御承認賜りますようお願

い申し上げ、私からの御挨拶といたします。 

○議長（長野 正明）  町長の挨拶が終わりました。これで諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．同意第３号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

○議長（長野 正明）  日程第４、同意第３号固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを議

題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 



- 14 - 

 同意第３号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提出者の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  おはようございます。総務課の山本でございます。本日はよろしくお

願いいたします。 

 それでは、同意第３号固定資産評価審査委員会の委員の選任について提案理由及び内容につい

て説明を申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、固定資産評価審査委員は現在４名おられます。そのうち１名

の方が、平成２６年１２月１９日で任期満了となりますので、後任のために議会の同意を求める

ものでございます。 

 固定資産評価審査委員の委員のほうは、地方税法４２３条の第３項のほうに規定されてありま

して、町の住民、それから町の納税義務がある者、それから固定資産の評価について学識経験を

有する者の中から議会の同意を得て町長が選任することとなっております。 

 内容については、先ほど朗読がございましたとおり、お名前が弥永脩氏、住所のほうが大刀洗

町大字本郷でございます。裏面のほうに履歴書のほう記載をさせておりますので、こちらのほう

をお開きいただきたいと思います。 

 お生まれが、昭和１８年の８月３０日生まれの７１歳でございます。 

 最終学歴は、３８年３月に福岡県立の浮羽工業高等学校を卒業されてありまして、同年の６月

に西日本鉄道株式会社に入社の後、３社ほど転職なされてあります。最後は平成１６年７月に株

式会社草場建設を退社なさってあります。 

 その他でございますけども、現在は西本郷の区長に就任なさってあるところでございます。賞

罰等はございません。 

 なお、任期といたしましては、平成２６年１２月２０日から平成２９年１２月１９日までの

３年間になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第５６号 大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第５、議案第５６号大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５６号 大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原健康福祉課長。 

○健康福祉課長（川原 久明）  おはようございます。健康福祉課の川原でございます。 

 それでは、議案第５６号大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例の制定について御説明させていただきます。 

 先ほど朗読がございましたように、母子及び寡婦福祉法及び同法施行令、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、大刀洗町ひとり親

家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、３ページ目の新旧対照表によりまして御説明させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

 ３枚目を開いていただきたいと思います。 

 そちらのほうに新旧対照表がございます。下線の部分が今回訂正されたところでございます。 

 本則の第２条第１号のところの１行目ですが、母子家庭の母、「母子及び寡婦福祉法」が新し

いほうですけれども、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に法律名が改められたため、改正する

ものでございます。 

 次に、第２号、「配偶者と死別した男子で現に婚姻していないもの及びこれに準ずる者として

母子及び寡婦福祉法施行令第２５条で定めるもの」としておりましたが、これも母子及び寡婦福

祉法の改正に伴い、新しい左側ですが、「母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項で規定す

る配偶者のない男子」と改めるものでございます。 

 次に、第３条２項第２号、一番下の行でございます。「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法律」が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に法律名が改められたため、今

回改正するものでございます。 

 前のページ、２ページ目に戻っていただきたいと思います。 

 一番下の附則でございます。この条例は、公布の日から施行し、平成２６年１０月１日から適

用するものでございます。 

 これで、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第５７号 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第６、議案第５７号大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５７号 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原健康福祉課長。 

○健康福祉課長（川原 久明）  それでは、議案第５７号大刀洗町重度障害者医療費の支給に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、中国残留邦人等の円滑な帰国促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律、児童福祉法の一部改正に伴い、大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条

例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、新旧対照表により御説明させていただきます。 

 ３枚目お願いいたします。下線の部分が今回改正されたところでございます。 

 本則第３条の第２項第２号の「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律」が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に法律名が改められたため、改正するものでございま

す。 

 また、１３条の第２項の２行目ですが、「第６条の２第３項」が「第６条の２の２第３項」に、

また「指定医療機関」が「指定発達支援医療機関」に変更されたことにより、改正するものでご

ざいます。 

 前のページをお願いいたします。 

 ２ページ目の一番下の附則でございます。附則、この条例は、交付の日から施行し、改正後の

第３条第２項第２号の規定は、平成２６年１０月１日から適用する。ただし、第１３条第２項の
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改正規定は、平成２７年１月１日から施行するとしておるところでございます。 

 これで、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第５８号 大刀洗町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第７、議案第５８号大刀洗町国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５８号 大刀洗町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原健康福祉課長。 

○健康福祉課長（川原 久明）  それでは、議案第５８号大刀洗町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定について、提案の理由及び内容について御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、健康保険法施行令等の一部改正に伴い、大刀洗町国民健康

保険条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、３ページ目の新旧対照表により御説明申し上げますので、３ページ目お願いいたし

ます。下線の部分が変更の部分でございます。 

 本則の第５条２行目ですが、世帯主に対し出産育児一時金として「３９万円」を支給するが、

今回「４０万４千円」に改正するものでございます。現在「３９万」と、一番下にありますが、

これに３万円を上限として加算するものとするということで、最大４２万円支給を行っておりま

す。今回の改正により「４０万４千円」これに３万円を上限として加算するとなっておりますが、

この後施行令条例施行規則で「３万円」を「１万６千円」加算ということで、あわせて４２万円、

最大の支給総額につきましては、現在と同じ４２万円となるということでございます。 

 ２ページ目をお願いいたします。 

 附則ですが、第１条、この条例は、平成２７年１月１日から施行するとしております。また、

第２条で、施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第５条の規定よる出産育児一時

金の額については、なお従前の例によるとしております。 

 これで、説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第５９号 教師用パソコン購入契約の締結について 

○議長（長野 正明）  日程第８、議案第５９号教師用パソコン購入契約の締結についてを議題と

いたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５９号 教師用パソコン購入契約の締結について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  教育委員会子ども課の大浦でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、議案第５９号教師用パソコン購入契約の締結について、提案理由及び内容の説明を

いたします。 

 提案理由につきましては、先ほど朗読がありましたとおりです。この物品購入につきましては、

株式会社内田洋行が６８６万８,８００円で落札いたしました。議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、予定価格７００万以上について議会の

議決に付さなければならないと規定されており、今回、予定価格が７００万円以上であることか

ら落札業者との請負契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、購入するパソコンの仕様について御説明いたします。本日追加資料として配付いた

しました仕様書のＡ４をごらんください。 

 まず、仕様書には概要といたしまして既存機器の撤去、それから機器の搬入、設置、システム

の設定及び５年間の保守が含まれております。購入いわゆる買いかえする台数は５５台でござい

ます。うち５０台がノート型パソコン、５台がデスクトップ型パソコンでございます。 

 学校ごとの内訳は表のとおりでございます。 

 購入の理由といたしましては、これらのパソコンのＯＳがＷｉｎｄｏｗｓＸＰといわれるもの

でございまして、既にウイルス等に対する業者のサポート体制のシステムが脆弱になっているこ

とから購入するものでございます。 

 入札結果につきましては、議案書の次のページをお開きください。１０月３１日に指名業者委
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員会を開催いたしまして、そこにありますように株式会社内田洋行ほか４社を指名し、辞退の

１社を除き１１月２１日に入札を行いました。結果は先ほどの説明のとおりでございます。 

 今回の予定価格が１,０４７万６,０００円で規定により提案させていただくものでございます。

よろしく御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。７番、安丸議員。 

○議員（７番 安丸眞一郎）  ７番の安丸です。仕様の関係についてお尋ねします。 

 特に本日配付されました３番の仕様の中で、特にディスプレイの関係が１５.６ということで

すけれども、現在、どちらかといえば１７インチ当たりが主流になってきているかと思います。 

 そういう中で、現場の先生方の意見はこの中に仕様書作成の段階で反映されているんでしょう

か、その点についてお尋ねします。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  安丸議員さんの質問にお答えいたします。 

 この仕様作成に当たりましては、各学校を回りまして、学校の使用する先生方の意見を十分に

取り入れているところでございます。かといって、過度な仕様はつくってはおりません。おおむ

ね役場で使っている職員が使用しているようなパソコンと、そして必要な最低といいますか、標

準的な仕様というふうにしております。ですから、先ほどのディスプレイにつきましては、学校

の意見を十分に取り入れているところでございます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第５０号 町道路線の認定について 

○議長（長野 正明）  日程第９、議案第５０号町道路線の認定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５０号 町道路線の認定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  建設課の重松でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５０号町道路線の認定について御説明いたします。 
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 まず、お手元の議案第５０号の議案書の２ページをごらんください。 

 場所は、高樋７区の高樋西部土地開発区域の中で開発区域外の道路と接続する新設の道路でご

ざいます。３ページの図面をごらんください。図面の緑色の線が今回町道認定を行う路線でござ

います。今回の高樋西部土地開発工事により、もともとあった里道及び開発区域外の道路に既設

の道路がございましたので、この道路への接続道路として今回新たに開発区域に設けた道路でご

ざいます。道路幅員は６メーター、道路延長は８０メーターで既に完成をしている道路でござい

ます。 

 以上の経緯で町道３４０号高樋１５号線として新規に認定することを提案させていただきます。

御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  この図面は、これは図面じゃなくてちょっと概要書ごとある図面で

すから、まあちょっと地番の何番地から何番地までの、この図面は載ってないもん。もう少しや

っぱ図面の書き方については。ちょっと内容がわからん。 

 以上です。もう少しわかりやすく図面を添付していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  申しわけございません。ちょっと見にくい図面で申しわけございませ

ん。 

 現在、この土地は地番が合筆等で登記の申請中でございまして、再度新たに地番の表示された

図面はまた近いうちに提出させていただきます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか、ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第５１号 町道路線の廃止について 

○議長（長野 正明）  日程第１０、議案第５１号町道路線の廃止についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５１号 町道路線の廃止について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。重松建設課長。 
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○建設課長（重松 俊一）  それでは、議案第５１号町道路線の廃止について御説明いたします。 

 議案第５１号の議案書の２ページをごらんください。場所は国道５００号線の十文字交差点の

南側に町営住宅西大刀洗団地があります。この住宅団地に現在２路線の町道がございまして、今

回廃止をするのは、その１路線でございます。 

 ３ページの図面をごらんください。 

 上のほうが国道５００号が通っております。その左側がパチンコ店でございます。 

 今回、町道廃止を行う部分は、この赤い線で表示している分でございます。今回、定住促進住

宅の建設用地として、西大刀洗団地の敷地が選考されたため敷地内になる町道路線を廃止するも

のです。 

 今回、この町道を廃止しても、もう１路線の三反山奥野線という町道がございまして、これが

上の国道５００号から西大刀洗団地の南側及び東側を通過して北側の町道、名称が奥野七反牟田

線といいますけども、この町道に接続をしているため、この町道を廃止してもこの地区周辺の交

通には影響はないと考えております。 

 以上の経緯で、町道１３２２号奥野線の町道を廃止することを提案させていただきます。御審

議よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。１１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  この路線は、今度補正でも上がってきておりますが、ＰＦＩ、定

住促進住宅の関係なんですけども、順番として定住促進住宅のこちらのほうが決定してからでも、

何ですか、この廃止ちゅうのはできないものか。それが第１点で、それから、これは、この図面

でいきますと、図面がこれ逆になっとるけど、図面で申し上げますと、右手の上のほう要するに

何と言うかな、南北に行ってこう今度は東西に行ってるやつ、これはまだ、奥野七反牟田線とい

ま利用がしてあると。これについては要するに住民の理解を得て廃止をしてあるのか、そこら辺

ちょっとお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  質問の内容わかりますか。重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  山内議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、最初の路線の廃止時期についてでございまして、計画が決定した後でも廃止はいいんじ

ゃなかろうかという御質問でございますけども、一応、現在御存じだと思いますけども、ほとん

ど通りがなくて草が生い茂って、まあ年数回は切ってるんですけども、ほとんど利用があってな

い状態でございますので、今回、時期的に早いかもしれませんけども、廃止を提案させていただ

いているところでございます。 

 あと、もう２点目がちょっと、質問の内容がわからなかったので、もう一度よろしいでしょう

か。 
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○議長（長野 正明）  山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  １点目のやつから。１点目確かに南北に行っている道路は今確か

に通ってないかもしれませんけど、上のＬの字のちっちゃいほう、これはまだ今、通ってますよ。

それが第１点。それと、２点目はこういういま利用している道路は住民のいわゆる何ですか、理

解というかそこら辺は十分に徹底してあるんですかと聞いた。 

○議長（長野 正明）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  まず、１点目の赤い線で表示してます分で、短いほうのＬの字のほう、

これについては先ほど申し上げましたようにもう１路線の町道がございまして、その名称が、三

反山奥野線という町道がございます。これがこの部分を重複した形で右側の松尾さん方の横を通

って奥野七反牟田線のほうにつながってますので、この部分は現在も町道でございます。 

 それと、住民説明につきましては、町営住宅のほうには案内という通知を出すような形で予定

はしております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。１１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  私も現場をよく知ってるんですけど、今の課長の説明では、要す

るにこのＬの字のちっちゃいほうは、これはもう１つ町道が残っとるちゅう意味ですか。 

○議長（長野 正明）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  はい、そうです。路線名が、申しますと、三反山奥野線と申しまして、

上の国道５００号からが始点となりまして、下のほうにずっと下って来ましてパチンコ屋の切れ

目のところからまた右のほうに曲がって、かくんかくんと曲がって奥野七反牟田線につながると。

この路線がまだ現在残っております。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

 これで、議場の時計で１０時３０分まで暫時休憩といたします。 

休憩 午前10時20分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午前10時30分 

○議長（長野 正明）  それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第５２号 平成２６年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（長野 正明）  日程第１１、議案第５２号平成２６年度大刀洗町一般会計補正予算（第
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５号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５２号 平成２６年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  それでは、議案第５２号平成２６年度大刀洗町一般会計補正予算（第

５号）について、提案理由及び内容の説明を申し上げます。 

 提案理由でございますけども、先ほど朗読がございましたように、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ９７万１,０００円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ５６億７,６２０万

２,０００円とするものでございます。 

 それから、債務負担行為の追加でございますけども、これは第２表に記載している通りでござ

います。 

 今回の主な補正内容でございますけれども、町長のほうの挨拶にございましたように、９月の

初旬、４日間にわけてサマーレビューを行いました。その結果３,０００万円ほどの減額補正を

今回計上させていただいているほかに、人事院勧告による、７年ぶりに増加勧告となりましたの

で、それに伴う職員の人権費が約６３０万円ほど、それと障害者・児の自立支援費として

１,８７０万円、後期高齢者医療への保険会計特別繰出金が９１５万円、それと予防接種の委託

費として９３２万円等でございます。 

 それでは、１ページから順に説明をさせていただきたいと思います。 

 初めに、歳出のほうから説明させていただきますので、歳出のほうは８ページのほうをごらん

いただきたいと思います。 

 今回、人件費等につきましては人勧の改定に伴いまして、それぞれ勤勉手当等、職員手当等と

それから給与等は、先ほどの臨時議会で承認いただきました。その内容に伴いまして一応それぞ

れ増額をさしていただいておりますので、人件費につきましては説明のほう省略させていただき

たいと思います。 

 それでは、順次説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、２款１項１目の一般管理費でございます。補正額１４万４,０００円の減額でございま

す。１節の報酬等につきましては、総務課の持ってるそれぞれの議員報酬のほうの確定に伴いま

しての減額と、それと住民協議会委員報酬につきましては、途中から４６名に増額いたしました

ので、あと３回ほど予定されておりますので、全員が出席された場合については、人件費報酬が
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足りませんので１２万円を増額させていただいているところでございます。 

 それから、７の賃金につきましては、総務課のほうで各課不足する場合の臨時職員賃金として

１.５人分計上しておりましたけれども、あと３カ月ほどになりましたので、一人を減額して

０.５人分という形で減額補正をさせていただいているところでございます。 

 次の９節の旅費につきましては、新たに福岡県青年の翼に１名参加いたしましたので、その参

加旅費として１０万円を追加をさせていただいているところでございます。 

 次のページのほうお願いいたします。 

 あと、諸々として１３節の委託料でございますけれども、改正の行政手続法に対応するための

支援業務といたしまして、手続に関する整備をしておりましたけれども、これ１０年間ほど見直

しをしておりませんので、今回見直しが必要になりますので、その委託料として計上させている

とことでございます。 

 あと、１９節の負担金・補助金及び交付金等につきましては、一番最後の行にありますとおり、

福岡青年の翼の１名参加した部分の負担金として１１万５,０００円を追加をさせていただいて

いるところでございます。 

 それから、７目の支所費でございます。６万円の追加という形で上げております。報酬の６万

円でございます。この６万円につきましては、嘱託職員の賃金を増額したわけではございません

で、菊池支所のほうが菊池連絡所というふうに施設の名前が変わりましたので、その案内板を設

置するため嘱託の賃金のほうから流用さしていただいておりますので、元に戻すために６万円を

改めて追加をさせていただいているところでございます。 

 次のページの１１目の校区センター管理費でございます。補正額が６６万６,０００円でござ

います。内容でございますけれども、１１節の需用費のところにふれあいセンターのほうの空調

のほうが建設当時から取りかえておりませんちゅうか、もう修理不能ということになりましたの

で、その空調等の取りかえ費として４６万６,０００円。 

 それから、１５節の工事請負費でございます。これはそれぞれ修繕費で当初５０万円ほど４校

区の４施設の修繕費として４０万計上いたしておりましたけれども、本郷ふれあいセンターのト

イレの１、２階のタイルのほうがはがれてきておりまして、一応検査しましたところ、まあ

７０万ぐらいかかるということで新たに２０万円を追加をお願いするものでございます。 

 次の、１９目の定住促進事業費でございます。３５０万円の補正でございます。内容は１３節

の委託料として３５０万円計上させていただいております。これはＰＦＩ事業で大刀洗の西大刀

洗の団地のところを定住促進の優良住宅を建設するに当たりまして、その敷地のほうがまだ測量

の未確定地の部分がありますので、これの業務設計委託料として計上させていただいているとこ

ろでございます。 
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 それから、飛びまして１１ページのほうお開きいただきたいと思います。 

 ３款１項１目の社会福祉総務費でございます。２１３万１,０００円の追加でございます。中

身につきましては、こちらのほうに上がっております職員給１２人上げておりますけれども、こ

のうち時間外勤務手当として新たに健康福祉課関係でございますけれども、それと子育て支援係

のほうです。こちらのほうの新規事業が発生しておりますので、この時間外等につきまして一応

３月までの時間外手当として１４６万８,０００円を計上させていただいているところでござい

ます。 

 それから、次の２目の障害児者自立支援費として１,８６９万７,０００円を追加をさせていた

だいております。これにつきましては１０月末日でのそれぞれの給付のサービスの見直しを行い

まして、それぞれ不足するという形、説明欄に記載しております４つの項目については不足しま

すので、追加をお願いするものでございます。 

 これにつきましては、国・県、国が２分の１、県が４分の１の補助がありますので、町は４分

の１分だけの支出となります。 

 続いて、次のページの３款１項１２目の国民健康保険費でございます。補正額が１,６３９万

４,０００円の減額でございます。これは国保会計の繰出金としての減額となります。説明のと

ころに上げておりますように、一つが人事院勧告に伴います国保会計職員３人の人件費の増額の

繰り出し分が２４万６,０００円と助産費補助として、当初１８名計上しておりましたが、もう

すでに１８名出ておりますので、あと１２名分の追加としてお願いをいたしております。 

 それから、国保会計安定化支援金でございますけれども、これにつきましては、平成２２年度

から毎年２,０００万円、法定外繰り入れとして入れてきておりましたけども、今回、国保会計

のほうに４年間入れてきたこともありまして、一応国保会計のほうの剰余金が１億円近くなって

おりますというのもありまして、今回サマーレビューをさせていただきまして、一応

２,０００万円は減額をさせていただいているところでございます。 

 次の、１３目の後期高齢者医療保険費でございます。７８８万７,０００円の補正額でござい

ます。これも後期高齢者特別会計の繰出金でございます。最初のほうが人勧の人件費に伴う事務

費繰出金が１０万２,０００円と、それから後期高齢者の医療保険の保険基盤安定繰出金が確定

いたしました。これは、保険料の減額ということで２割、５割、８.５割と９割の減額をしてお

りますので、その部分が確定いたしましたので、１３６万９,０００円を減額するものでござい

ます。 

 最後の後期高齢者医療療養給付費の負担金の繰り出しにつきましては、町が１２分の１を負担

するようになっておりますので、後期高齢者のほうの医療のほうが１人当たり医療費が伸びてお

りますので、９１５万４,０００円を追加するものでございます。 
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 次の３款２項１目の児童福祉総務費でございます。１,０００万円を減額させていただいてお

ります。これは２０節の扶助費ということで、今回３園、大堰保育園の運営費と広域保育所の運

営費、それから認定こども園運営費補助という形で当初予算見込みが若干多めだったということ

で、今回１,０００万円の減額をさせていただいているところでございます。 

 ページをはぐっていただきまして、１３ページのほうをお願いいたします。 

 １３ページのほうの４款１項２目の予防費でございます。９３２万３,０００円の補正額でご

ざいます。これにつきましては、個人の予防接種の負担分として水疱瘡等が６１４名とそれから、

成人用の肺炎球菌の予防接種５８７名という見込みを立てておりますので、これに伴う部分の委

託料として計上させていただいているところでございます。 

 次の６目の健康増進事業費につきましては３４万９,０００円の増額でございます。これにつ

きましては、働く女性の支援がん検診事業が集団のほうが思った以上に受診されておりますので、

その不足分として計上させているところでございます。 

 次の母子保健衛生費でございます、７目の。１７万７,０００円を補正させていただいており

ます。これにつきましては、乳幼児健診の歯科医師委託料として当初、国保会計のほうに組み込

んでおりました。２５年度が国の補助事業になりましたので、今年もなるだろうということで国

保会計のほうに組んでおりましたけれども、２６年度は対象外になったということで、一般会計

のほうに組み替えさせていただいているところでございます。 

 それから５款１項１目の農業委員会費でございます。１０６万６,０００円の補正額でござい

ます。中身はこちらに上げておりますように、１３節の委託料でございます。これは、２６年度

から新たに中間管理機構ということで、農地の貸し借りのほうを行うようになっておりまして、

その農家台帳システムを整備する必要がございますので、今回出させていただいておるところで

す。当初は、全額来る予定でございましたけれども、８５％が補助事業ということになっており

ます。 

 続いて、１４ページのほうの５款１項６目の農地・水保全管理支払交付金事業費でございます。

これは、補助金が新たに２８万８,０００円の多面的機能の交付金が追加になりましたため、そ

れぞれ３節、９節、１１節のほうに追加となった部分として補正予算として計上させていただい

ているところでございます。 

 次の８目の戸別所得補償経営安定推進事業費は、２０２万６,０００円の減額補正でございま

す。中身は１９節の負担金・補助及び交付金でございます。一つが青年就農給付金で一人の方が

今回やめられたというか、対象にされなかったということと、あと夫婦の就農者が９月から入る

見込みだったのが１２月にずれこんだということで、２６２万５,０００円を減額をさせていた

だいております。 
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 それから、次の農地集積協力金につきましては、これは中間管理機構を通しまして１０年以上

の利用権設定をされた方について、耕作者、貸されたほうに一応おりるということで追加をさせ

ていただいております。 

 次の１０目の水田農業担い手機械導入支援事業費でございます。８４万７,０００円の増額で

ございまして、これも１９節の負担金等でございます。これにつきましては、当初、２７年度の

予定でございましたけれども、前倒しで申請できるという形になりましたので、今回改めて追加

させていただいてるところでございます。 

 次の１５節の農村環境整備費につきましては、３１０万円の減額補正でございます。これにつ

きましては、現在、開発中の高樋地区のところの水路の改修工事費でございます。一応、国の補

助事業１０分の５の補助事業については一応８００万円ほど減額となりましたので、その分の減

額と、一つが上高橋幹線排水路改修工事です。昨年２５年度もしましたけれども、その下流の部

分がまた補修が必要であるということで、１０分の４の県単の補助事業として４９０万円を計上

させていただいているところでございます。 

 １７節の農業集落排水事業費につきましては、７５５万３,０００円の補正額でございます。

これは、下水道会計、大堰の集落排水費事業の部分で処理場のほうに７月の月末ぐらいに雷が落

ちまして、なかなかちょっと気づけなかったというか、中の非常用発電装置のほうがその落雷の

影響で壊れてたということで、その修繕費等に伴う部分として下水道特別会計のほうに繰り出す

金額でございます。 

 次の１８節の力強い水田農業確立事業費につきましては、６８万８,０００円でございます。

これにつきましては、土地利用型の拡大というか、大規模経営体支援という方で機械の改修費用

として３名の方への補助金が３４万１,０００円、それから先ほど中間管理機構がありましたけ

れども、これが１０年未満の方、県の単独事業で１０年未満の設定された部分について３４万

７,０００円を追加させていただいているとことでございます。 

 １５ページのほうをお願いしたいと思います。 

 １５ページの７款２項のそれぞれ１目の道路維持費、それから２目の道路改良費につきまして

は、それぞれ５００万円を減額補正さしていただいております。これにつきましても、ことし

９月に実施しましたサマーレビューによりまして、今回減額をさせていただいているところでご

ざいます。 

 次の７款３項の２目の公共下水道費でございます。これは５３１万８,０００円の減額でござ

います。これは、高樋地区の下水道事業、管の埋設等工事費として当初、一般単独というふうに

して繰り出しておりましたけれども、このうちの７００万については、国庫補助対象になるとい

う形になりましたので、一般会計のほうからの繰り出しを減額するものでございます。 
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 次の８款１項４目の災害対策費でございます。補正額が６７万３,０００円でございます。一

つは３節の職員手当ということで、これにつきましては、８月の長雨と１０月に来ました台風

１５号に伴いまして、対策本部を設置し、避難所を開設したことに基づきます職員手当５０万

１,０００円と管理職特別勤務手当で２万４,０００円を計上させていただいております。 

 次の需用費につきましての５万円でございますけれども、これは公共施設等にインフルエンザ

対策用の消毒液をそれぞれ置いておりますけれども、これの使用期限のほうが切れるという形で

新たに追加させていただいてるものでございます。 

 次の役務費の倉庫保管料として９万８,０００円を計上いたしておりますけれども、これは毎

年、非常食と飲料水を購入いたしております。これは、２６年３月に購入いたしまして、それぞ

れキリン物流のほうに保管をさせていただいておりますけれども、３坪ほど、今度購入したため

に、ちょっと借り面積がふえましたので、その３坪分に見合う部分の役務費として計上さしてい

ただいているところでございます。 

 それから、９款２項１目の一般管理費でございます。補正額が７８万７,０００円でございま

す。内容は、１５節の工事費請負費のところに１７０万７,０００円を計上いたしておりまして、

菊池小学校の通級指導教室のほうの屋根のほうの防水工事、雨漏りがしているということで緊急

に追加させていただいているところでございます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 ９款５項関係の２目の公民館費でございます。補正額が１１９万５,０００円でございます。

これは１９節負担金ということで、分館建設事業費の補助金でございます。これにつきましては、

当初というか、毎年ヒアリングをして当初予算で計上させていただいてるところでございますけ

れども、今回、急なものにつきましては、追加で今回補正で計上させていただいているところで

ございます。それぞれ、ここに記載しております鳥飼、上高橋、北鵜木の分館の補修費として計

上させていただいてるところでございます。 

 それから、次のページをお願いいたします。 

 ９款５項９目の文化財調査事務所費でございます。３９万円の補正額でございます。それぞれ

９節の旅費と１３節の委託料として予算を計上させていただいております。これは、今村カトリ

ック教会、現在県の文化財指定ですけれども、これを国の文化財指定のほうに引き上げるという

形で、文化庁に対する旅費とその資料ということで、建築写真撮影費用を委託料として計上させ

ていただいているところでございます。 

 次の９款６項３目の勤労体育センター管理費でございます。補正額は１１８万１,０００円で

ございます。中身は需用費でございまして、一つが修繕費でございまして、２階のアリーナ席の

手すりとそれから照明、水銀灯のモーターのほうが故障しておりますので、その部分として
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８３万５,０００円を追加さしていただいてるところでございます。 

 それと、次の４の運動公園管理費については、２９万６,０００円の補正額でございますけど

も、これは需用費のところに修繕料として２０万、これは屋外トイレの建具の修繕費等を新たに

追加させているところでございます。 

 最後のページのほうになりますけども、こちらに１１款１項のそれぞれ１目の元金と２目の利

子という形で、それぞれ増減額させていただいています。元金につきましては、１０年ごとに不

足分として臨時財政対策債を毎年借り入れております。これにつきましては、１０年ごとに利率

の見直しがあっておりますので、償還は元利金等という形になりますので、利率が下がっており

ますので、下がった部分は元金として償還いたしますので、不足分として１１６万円を計上させ

ていただいております。 

 ２目の利子につきましては、当初、当初予算の計上をした時には２６年度が８億９,０００万

円、約２.２％の利率で借り入れるということにしておりましたけれども、一つが繰り越しをし

た部分で借り入れられないものと、それから平均借入率が０.７％ぐらいになりましたので、そ

の部分が利息のほうが減額が発生しましたので、今回減額をさせていただいているところでござ

います。 

 続いて、歳入のほうに移らさせていただきます。 

 ６ページのほうをお願いいたします。 

 ６ページのほうにまず分担金として１１款の分担金として１目の民生費負担金で１７２万円減

額しております。これは、先ほど申しましたように３園の保育用の運営費のほうを１,０００万

円減額いたしましたので、これに基づく減額でございます。 

 同じように、１３款１項１目の３節の児童福祉費負担金、これは国の補助分が３２５万円、そ

れと１４款１項１目の一番下のほうの３目の児童福祉費負担金が１６２万円減額をさせていただ

いております。 

 あと、１３款１項１目の１節でございます。社会福祉費負担金につきましては、先ほど申しま

した障害者医療負担金が国のほうが４分の２を負担いたしますので、６８６万７,０００円と、

それと県のほうにつきましては、１４款１項１目の１の社会福祉費負担金として３４３万

３,０００円を増額させていただいているところでございます。 

 それから、１３款２項４目の農林水産業費の国庫補助金につきましては、減額の６１７万

６,０００円でございます。これにつきましては、先ほど申しました高樋地区の水路の排水事業

の国庫事業部分のところがなくなりましたので、７００万円の減額と農地台帳の整備システムの

交付金として８４万４,０００円を計上させていただいているところでございます。 

 それから、１４款１項１目２節の保険基盤安定負担金につきましては、先ほど申しましたよう
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に２割、５割、８.５割と９割の負担の部分の額が確定しましたので、減額をさせていただいて

いるところでございます。 

 次のページ、最後のページになります、歳入の。１４款２項の４目の農林水産業補助金につき

ましては、１４７万４,０００円の追加でございます。内容は説明欄に掲げておりますとおり、

７つの事業に伴う今回の追加補正補助額として計上させていただいているところでございます。 

 それから、寄附金関係でございますけども、１６款１項２目の農林水産業費寄附金につきまし

ては、地元負担金として当初１５０万円を計上いたしておりましたけれども、今回事業費が確定

いたしまして、１,２００万円ほどになりましたので、地元負担金につきましても３０万円減額

さしていただいているところでございます。 

 最後に、１８款１項１目の繰越金につきましては、前年度財源不足として前年度の繰越金

３２９万円を充てさせていただいております。 

 前のページに戻っていただきまして、３ページでございますけれども、３ページのほうに債務

負担行為補正の表を載せております。 

 追加分として、定住促進住宅整備事業でございますけれども、２７年度から５７年度までとい

う形で最高限度額として６億５,１００万円、それから学校給食の調理等の委託業務、大堰小学

校を残す３小１中学校の部分が２７年度から２７年度までで４,６３２万２,０００円。それから、

学校用務委託料です。これは、４小１中でございますけども、２７年度から２７年度までで

７６２万４,０００円を計上させていただいております。 

 以上、説明のほうは終わらせていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  ほかのページにも及びますけれども、８ページのグローバルウイン

グ２０１４、この事業は、どういう事業で対象者はどういう人でどこに行くんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  花等議員の質問にお答えします。 

 これにつきましては、県の事業としていたしておりまして、本来は社会人とか福岡県内に居住

する方で国際認知を広めるという形で主に東南アジア、カンボジアとシンガポールのほう、こち

らのほうに大体１０日間ほど行っておりまして、なかなか社会人、大学生とかそこ辺が希望して

くれると研修に参加して地域のほうに残らず、それこそ関東、東京圏とかそちらに出ていくとい

うことで、今回町村会の中の説明の中でもありました、市町村の職員の中からそういう研修に行

ける方を１名、こういう事業をしておりますから出していただけないでしょうかということで今

回推薦というか、本人の調書を書いて推薦を出しまして、１名健康福祉課の辻のほうが一応それ

に受かったという形で、参加させていただいているところでございます。 
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○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  大刀洗町からは職員ということで、ほかのところは一般社会人もい

らっしゃるんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  そうですね、ほかのところは社会人とか大学生です、そういう要件に

該当する。福岡県の事業ですから福岡県の在住の方でそういう形であれば、どなたでも一応、応

募できるという形になっております。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  今年職員がいらっしゃるということですが、もし来年以降もこうい

う事業があるんでしたら、ぜひ公募をしていただけたらと思いますが。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  公募というのは、町のほうが公募しろということでしょうか。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  これは、県が公募してるんですよね。それで、県が公募してるのを

広報何かに載せて公募を図ってほしいなと思うわけです。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  恐らく広報のほうにこういう事業があってますということは多分載せ

てると思うんです。だから、それをどれぐらい見てあるか。多分県との連携でそういうふうなと

ころにつながるようにしてますから、住民の方にも周知はいってるかとは思いますが、なかなか

手を挙げていただけないかなというところはあるかと思います。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  ３ページの債務負担行為の件で質問をいたします。 

 学校給食調理の業務委託料ですけども、１０月９日の全員協議会で説明をいただいて、４校委

託して１校直営にしたいというようなお話を聞いたかと思いますが、ということは大堰小学校は

直営にするということでよろしいんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  林議員の質問にお答えいたします。 

 はい、おっしゃるとおり大堰小学校１校を直営という形で残す予定でございます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  どこまで質問していいかわからないのですけども、直営で１校残す

理由と、それと１０月９日にいただいた資料では２４年の調理員の人件費が４,７９０万円とい
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うふうな記載がありました。今回４,６３２万円の１年間の債務負担ですので、民間委託して人

事管理の軽減を図るというようなことがありますが、人件費全体としては下がらないというふう

な解釈でよろしいんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  これにつきましては、いろいろ検討をしてまいりました。議員のお

っしゃるとおり１０月の全員協議会の中で教育委員会の考える姿勢というものをお示ししたとこ

ろでございます。まず、大堰小学校を残すというのは、これははっきり言いまして、一人正規職

員がいるわけでございます。この職員の処遇につきまして、どのように取り扱うかということに

なるわけですが、こちらをどこかわかりませんが受託した事業者のほうに派遣という形になると、

そこはそこでいろいろな派遣を受けた、いわゆる受託業者のほうの問題、あるいは派遣した町、

あるいは職員との関係の問題でお互いにやりにくいところもあるという話が出ましたので、こち

らにつきましては、職員がいる間、この職員はあと２年ちょっとになると思いますが、この間を

大堰小学校で直営というふうに考えます。 

 次に、職員の人件費についてでございますが、この人件費につきましては、４校を同じように

民間委託する場合、それぞれの基準でやってもらうには、できるだけ同じ一社で受けていただき

たいわけでございます。それとともに、こちらに職員が必要となる職員数は、約２０名になりま

す今現在、任用している人数とほとんど変わりません。その２０人をできるだけ町内から採用し

ていただきたいというふうに思っておりますが、スムーズに学校給食に移行するためには、今現

在、学校給食をやられている方がいいだろうというふうなことから、できるだけ、今現在の調理

委員の方の処遇については、今現在の処遇に合わせたいと。微妙な点につきましては、それぞれ

どこが受けるかわかりませんが、業者の違いはあろうかと思いますが、そこのところは町のほう

もヒアリング等をしながら、業者のほう、中の仕様書等にも入れていきたいというふうに思いま

す。この時点で幾らにするとか、そういうことは上がっておりません。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  ということは、２年たったら５校とも全部民間にというお話がス

トーリーとしてはできているということでよろしいんですか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  今のは、私が言い過ぎたかもしれませんけども、一応、方向性とし

ては、やはり１校残すよりも今回やる４校がスムーズに移行でき、問題がないようであるならば、

そのまま全校４小１中をできればしたいというふうに私は考えております。よろしいですか。 

 以上です。 
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○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。７番、安丸議員。 

○議員（７番 安丸眞一郎）  今の質問の関連なんですが、委託の場合、先ほど課長の答弁の中で

は、できるだけ同じ業者にというような話だったんですけども、この委託する場合には、各学校

ごとに委託業者を基本的に決めるというお考えなんですか。 

 それとも、今回出されてます１中３小学校含めた形での委託ということ、どちらなんでしょう

か。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  安丸議員の質問にお答えいたします。 

 職員の面から今現在いらっしゃる、嘱託、臨時さんの面から、あるいは、食材等とか献立等を

考えれば、一番理想はやはり私は一社で受けていただいた方がよろしいんじゃないかなというふ

うに考えます。 

 ただし、近隣の状況を調べますと、全てがその一社で受けているところはないようでございま

す。幾つかに別れているところもありますが、まず特段に問題があるのかどうかということをち

ょっとお尋ねしたところ、あまり大きな問題はない、つまり食材、献立は町、学校で決めるもの

であって、中の調理を行うものであるから、特段にはなかったというふうなことはありますが、

ただ、職員、そこで働く職員の面を考えたときに、できるだけ同じ基準で働いていただくために

は一番理想的ではないかなと私は思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかに。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  １２ページの３款１校１２目の国民健康保険費でございますが、そ

の中の、いわゆる法定外繰り入れですね、安定化支援金を２,０００万全額削除というふうにな

っておりますが、例えば、来年度以降のこの取り扱いとか、あるいは国保税との関連について、

今後の見通しといいますか、町側のお考えがあったらお聞かせいただきたいんですが。 

○議長（長野 正明）  川原健康福祉課長。 

○健康福祉課長（川原 久明）  今の平山議員の御質問にお答えいたします。 

 今回、補正のほうで２,０００万減額をしておりますけれども、これは先ほど御説明がありま

したようにサマーレビューのほうで検討されて、今年度の状況によって判断をして減額をさせて

いただいております。 

 ただ、来年度以降につきましては、今後の予算の折衝なり、そういう中で検討していくという

ことで、具体的には来年度以降どうするということは、まだ決定はしておりません。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 
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○議員（４番 平山 賢治）  先ほどの説明では、１億円程度の剰余金が出ているので、この法定

外繰り入れを削除して差し支えないということであっておりまして、じゃあそうしますと、その

剰余金をどう生かすのかという話にもなってきますが。もう一つは、この剰余金が発生している

大本が、もともとが県下でも極めて高い国保税に基づいた徴収によってこの運営がなされている

と。それによって徴収がなされている。一方で、この法定外繰り入れは全国平均と比べては半額

程度に低く抑えられている。そうなりますと、まずは剰余金が発生したという結果を見てみまし

ても、これは当然、この高過ぎ、前提である高過ぎる国保税の改善であるとか、まあ、負担の軽

減であるとか、お返しする、そういう方向に当然向かっていく、検討が求められていると思いま

すが、その辺いかがですか。 

○議長（長野 正明）  川原健康福祉課長。 

○健康福祉課長（川原 久明）  平山議員の御質問にお答えいたします。 

 ここ近年の状況を見てみますと、単年度収支で２５年度については４,７００万円程度の黒字

となっております。その前の２４年度については、１,４００万の赤字、２３年度については

８,８００万の黒字、その前はまた１,０００万の赤字ということで、非常に毎年増減がございま

す。この幅も非常に大きくて、一番多いときと少ないときを比べますと１億円ぐらいの差がある

ということで、非常に不安定な状況です。 

 剰余金というか、繰越金につきましては、先ほどありましたように今回２５年度はこれは１億

２,０００万ぐらいになっておりますけども、２３年、２４年は７～８,０００万ということです

けども、非常にこれは毎年不安定な状況です。そういうことを見ましても、経緯を見ながら剰余

金がふえてきたからいきなり保険料を下げるということは、まだ様子を見ながら今後の状況を見

ながら考えるべきだと思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  町長にお尋ねしたいんですが、今後の方針としては、この

２,０００万の繰り入れを残しつつ、その辺の負担軽減についても踏み出していくと。当然、国

保は医療費ですから、毎年の上限があるのは当たり前の話なんですけども、それについては町長

の御決断というのは、これは減額ではなくて、そちらの方向に向かっていくという方向性を示し

ていくべきだと思いますが、その辺はいかがですか。 

○議長（長野 正明）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  まあ、課長が説明したとおりでして、非常に不安定な会計ですから、今た

またま１億ぐらいあるからそれで絶対大丈夫というふうには判断できにくいんです。ですから推

移を見ながら、いつも平山議員が福岡県でも高いほうだと指摘されてますから、十分承知はして
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ますけども、やはりこれが安定してこの保険が続けて行けるようにというのがやっぱり一番大事

なところですから、また来年度そういう検討はさせていただきたいと、そんなように思っていま

す。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。３番、後藤議員。 

○議員（３番 後藤 晴一）  １０ページ、あるいは４ページですか。定住促進住宅の件で伺いた

いと思います。この件は、まずはマスコミが先行いたしまして非常に地域においても戸惑いがあ

ったわけでございますけれども、全協あたりで出たように地域に対する御説明をきちんとすべき

だということで、確かに地域に各菊池校区の４区長さんですか対象に説明があったようでござい

ます。それを踏まえて、菊池校区は北鵜木、それから山隈、北山隈はまあ比較的住宅事情が進ん

でいると。しかし西大刀洗だけはやっぱりなかなか住宅地というか、それが進まなくて住宅が進

んでないと。でもあのこれを要望書という形で菊池校区の議員並びに町長あたりも御存じかもわ

かりませんけど、そういう要望が出ております。 

 まず今後推進すべきだという要望でございますけども、先ほど建設経済委員会から説明があり

ましたように、みやき町においては、いわゆる組織的に大きく取り組んであると、そういう建設

経済委員会の御説明もあっておりました。何事も体制づくりというか、それは大事だというふう

に私も思いますけれども。町長も今回のこの事業を通じては、ノウハウをつかみながらこの事業

を広めていきたいと、特に今回は元町営住宅跡、比較的利便性の高い地域に建設されるというこ

とでございますけれども、本来なら人口減の地域とか、そいうとこに建設を進めるべきではない

かというふうに私も思いますけれども、まず大刀洗ですね、この事業についてノウハウをつかむ、

それは大事なことだと思います。 

○議長（長野 正明）  後藤議員に申し上げます。質疑の時間ですので、今討論になっております

ので、質問を的確に、質疑を行ってください。 

○議員（３番 後藤 晴一）  それで、ちょっと失礼。その体制は今後進める事業の中において、

地域振興課ですか今やっておられますけども、それで十分なのか、あるいは、町長がおっしゃる

ようにノウハウをつかんで今後伸ばしていくというようなことであれば、今後はそういうお考え

があるのかどうかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  今のところ、地域振興課が担当しておりまして、地域振興課で対応できな

いところを建設課ということでやってます。今後、やはりどのようにして進めて行くかというこ

とになれば、地域振興課が主体になってやっていくべきだろうとそういうふうに思っています。 

 それから、みやき町との比較でどうかということですけれども、あそこはもともと少ないとこ

ろに集中的に取り組んでいるから、私のところの大刀洗町とはちょっと条件が違うので、ちょっ
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とあそこをそのまま、まねしてうまくいくかちゅうと、いろいろ問題があるだろうとそのように

思っています。 

 ですから、慎重に進めて行かなければならないなと、そのように考えているところであります。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。３番、後藤議員。 

○議員（３番 後藤 晴一）  別に、体制づくりをやりなさいというわけではございませんけれど

も、町長がおっしゃっているように、今後この事業を通じて、まあそういう定住促進を進めてい

きたいというふうなことでございますので、その辺のことで、ちょっとお伺いしたわけでござい

ます。 

 まあ、今お答えがございましたように、今後そういう組織的なものということが出てくれば、

やはり、それはその時点でお考えをいただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（長野 正明）  ほかに。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  債務負担行為で学校給食調理委員の委託料と学校用務員委託料、こ

れは多分現在の賃金に社会保障をつけられた金額で多分計上されていると思うのですが、先ほど

の課長の説明ですと、委託された後の職員の給料までには考えてない、言及していないというよ

うな発言だったかと思うのですが、そこら辺の従業員の賃金に関しては、どのように交渉をされ

るのでしょうか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  花等議員の御質問にお答えします。 

 まず、ここに債務負担行為と上げています金額についてでございます。これは今現在の支払っ

ている金額をそのまま、あるいはそれプラスアルファーで出しているものでも何でもございませ

ん。 

 まず、学校給食調理業務員につきましては、それを専門とする業者等を来ていただきまして、

いろいろ打ち合せをいたしました。うちと同じような形でのいわゆる賃金の支出というのは、当

然ないわけでございまして、いろんな主任手当であったり、ほかの手当て、そういったものが含

まれるわけでございます。そういったものの中からできるだけ今現在の一月幾らという支出をし

ておりますが、それに近いぐらいの金額で考えているところでございます。 

 それに、あとは、消耗品、毎日使います使い捨てとなる手袋であるとか、帽子であるとか、そ

ういったものも含まれてます。後は、洗剤とか、いわゆる消耗品ですね、そういうものも含まれ

ております。それから、委託運営費というふうな形で、今現在行っています、各調理員への衛生

管理指導、調理指導、そういったものも含まれておるところでございます。あとは、いわゆる衛

生検査といいますか、検便、そういったものの検査等も含んでいるところでございます。 

 ちなみにちょっとお時間をいただきますならば、どういった指導をいわゆる我々学校職員がや
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っているか、また次、一般質問等がございますから、そのときにしますか、済みません。失礼し

ました。 

 それと次に、学校用務の委託料でございます。今現在４小１中にお一人ずつ用務員を配置して

おります。朝の時間と帰りの時間は、若干、中学校等において違うわけでございます。しかしな

がら中休みといいますか、休憩等を入れまして、前後の時間を合わせまして７時間４５分という

勤務状態、就労時間帯でございます。 

 その中で、今回考えてますのは、もうこれはっきり委託するところは、県の連合のシルバー人

材センターでございます。そちらしかございませんので、ほかにもあるんでしょうけど、経費の

面等を考えれば、シルバー人材という形になっていくのかなというのは、前回お話したとおりで

ございます。で、今回は、ここを６時間半と考えております。まあ、６時半の根拠といいますの

は、いわゆるシルバー人材センターは高齢者福祉の事業でございます。ここで規定がございまし

て、一人が週に働ける時間は２０時間以内というふうに定められております。それをぎりぎりい

っぱいのところとすると、まあ、一日６時間半を３日の方、それと６時間半を２日の方、とすれ

ばそれぞれ２０時間をクリアーするというふうなことでございます。 

 そういった観点から、賃金等は出しておりますし、日数につきましても、各学校の授業日数い

わゆる授業ができる可能な日数、それに夏休み、冬休み、春休みといった長期休暇の日数をおお

むね学校と打ち合せしながら出した数字を単価で計算いたしまして、この金額で計上していると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  シルバー人材に委託した場合、今、用務員さん１学校一人なんです

が、ここが２名体制とかになるということですか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  はい、その通り１週間に２名の用務委員さんが来るという形になり

ます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  用務委員さんにも学校給食調理員さんにも当然、説明はあっており

ますですね。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  はい、先日、議員さんの全員協議会で説明したあとに、調理員の方、

そして用務員の方おいでいただきまして、そのことを説明したところでございます。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 
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〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第５４号 平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第１２、議案第５４号平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５４号 平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原健康福祉課長。 

○健康福祉課長（川原 久明）  それでは、議案第５４号平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別

会計の補正予算（第２号）の提案理由、及び内容について御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、表紙を開いていただきまして最初のページですけども、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７８０万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１７億２,１０７万３,０００円とするものでございます。 

 それでは５ページのほうを開いていただきたいと思います。 

 歳入のほうから御説明をさせていただきます。 

 まず、４款２項３目保健事業補助金でございます。１７万７,０００円を減額をしております。

これは、乳幼児歯科医師委託の事業が昨年度は認められておりましたけれども、今年度協議の中

で今年度は該当しないということで、事業が認められませんでしたので、その分を減額をしてお

ります。 

 ５款１項１目療養給付費交付金でございます。これにつきましては、９０万円の増額をお願い

をしております。 

 それから９款１項一般会計繰入金でございます。２節の職員給与費等繰入金につきましては、

国保職員分の人勧分でございます。 

 ２節助産費等繰入金につきましては、３３６万円、これにつきましては歳出のところで説明を

させていただきます。歳出に伴う繰入金として、増額をお願いしております。 

 ５節その他一般会計繰入金は、先ほど説明がありました国保財政支援金ということで、

２,０００万円減額としております。 
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 それから、１０款１項１目一般被保険者繰越金につきましては、２,３４８万円、これは支出

に合わせての増額をお願いをしております。 

 次のページの歳出のほうを説明をさせていただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １款１項１目につきましては、職員の人勧に伴う増分でございます。 

 ２款１項３目一般被保険者療養費につきましては、今年度のいままでの実績により増加分の

１８０万円を負担金・補助及び交付金として増額をお願いしております。 

 ２款２項２目退職被保険者高額療養費につきましても、同じく実績によりまして９０万円の増

額をお願いしておるところです。 

 ２款４項１目出産育児一時金につきましては、当初、予算で予定しておりました１８件をもう

既に１０月までで１７件申請があっております。今後の出産の申請の推測で一応５０４万円、

１３件分の増額を今回計上をさせていただいております。 

 ２目支払業務手数料につきましては、それに合わせて今回２,０００円の増額を計上させてい

ただいております。 

 次の７ページをお願いいたします。 

 ７ページは先ほど歳入のところで言いました８款２項２目保健事業費でございますが、乳幼児

医療歯科医師の委託料ということで、今回認められませんでしたので、１７万７,０００円を減

額をさせていただいております。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第５５号 平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（長野 正明）  日程第１３、議案第５５号平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別

会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５５号 平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 
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……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原健康福祉課長。 

○健康福祉課長（川原 久明）  それでは、議案第５５号平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保

険特別会計補正予算（第１号）の提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２６万

７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,７６２万６,０００円と

するものでございます。 

 それでは、５ページのほうをお願いいたします。 

 まず、歳入でございます。 

 ３款１項１目事務費繰入金につきましては、職員の人件費増分でございます。１０万２,０００円。 

 それから、２目保険基盤安定繰入金でございます。これは、保険基盤安定繰入金が確定してお

りますので、それに伴って１３６万９,０００円を減額をしております。 

 次に、６ページの歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費につきましては、職員の人勧の増分でございます。 

 それから、その下の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。これは歳入の

ところで申しましたように、確定しましたので１３６万９,０００円を減額しておるところでご

ざいます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第５３号 平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第１４、議案第５３号平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５３号 平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。重松建設課長。 
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○建設課長（重松 俊一）  それでは、議案第５３号大刀洗町下水道事業特別会計補正予算書につ

きまして御説明いたします。 

 今回９２３万５,０００円を追加しまして、総額７億２,２８１万４,０００円とするものです。 

 ６ページをごらんください。 

 歳入より御説明いたします。 

 ３款１項１目下水道事業国庫補助金、これは社会資本総合整備交付金事業でございまして、

３５０万の収入がございます。 

 次に、４款１項１目一般会計繰入金。これは下水道、公共下水道の繰入金としてマイナス

５３１万８,０００円と農業集落排水分の繰入金として７５５万３,０００円、差し引き２２３万

５,０００円を計上しております。 

 最後に７款１項１目下水道事業債ということで、下水道事業債の公共下水道事業分でございま

して、町の記載として３５０万の収入を記載しております。 

 次に７ページをごらんください。 

 歳出の部を御説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費、この中の２３節償還金・利子及び割引料、使用料過年度還付金で

５万円、これは農業集落の使用料につきまして年度途中の移動によりまして還付金が発生した分

で還付金の不足に対応するために５万円を計上しております。 

 次に、２目大堰処理施設管理費の１１節需用費水処理センター及びマンホールポンプ場の電気

料、２３万７,０００円。これは九州電力の電気代の値上げによりまして、追加で計上させてい

ただいております。 

 ３目栄田処理施設管理費水処理センター及びマンホールポンプ場電気料１６万６,０００円。

これも電気料の値上げによります追加で計上させていただいております。 

 ４目災害復旧費７１０万。これは大堰水処理センターの落雷災害復旧工事でございまして、こ

れは、ことしの７月３０日に大堰の西原地区で落雷が発生しまして、その落雷によりまして西原

の汚水処理センターの中で幾つかのトラブルがございまして、まず一つが、非常用発電機の故障、

及び水処理センターの全体的に監視をする監視システムの故障が発生しました。それで、現在復

旧の予定で取り組んでおりますけども、この建物の保険のほうに今入っておりまして、該当すれ

ば全額保険のほうで対応できると。今現在、その保険会社と事故の状況、あと保証費の内訳等に

ついて今、協議中でございます。その分で７１０万円を計上させていただいております。 

 それと、２款１項１目一般管理費の中で２３節の使用料及び負担金過年度還付金ということで

１０万円を計上しております。これも公共下水道の移動に伴う還付金ということで１０万円を計

上しております。 
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 最後に２目の公共下水道整備費の１５節工事請負費、量水器設置費８４万円。これは井戸水を

使用している事業所に水量を量る、水量器メーターを設置をしております。この水量器のメー

ターが耐用年数が８年となっておりまして、８年したら交換をしなければいけないということで、

これは計量法に基づく交換を行っております。ことしが２５件ほどございまして、その分の計量

する分でございます。 

 以上で、説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（長野 正明）  以上で、本日の議事は全部終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 お疲れでございました。 

散会 午前11時44分 

────────────────────────────── 

 


